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４ 居住誘導区域の設定 

４-１ 居住誘導区域の設定の考え方  

(１)都市再生特別措置法における居住誘導区域の位置づけ 

居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて、都市機能やコミュニティが持続的

に確保されるよう、人口密度を維持するために居住を誘導すべき区域です。 

都市計画区域内の居住誘導区域外となる地域に指定されると、一定規模以上の住宅の建築・開発等を

行う場合は、都市再生特別措置法に基づく届出が必要となります。 

なお、居住誘導区域の設定は、区域外において居住の規制するものではなく、届出の際に、民間事業

者や市民等に対し、今後の都市づくりの方針や災害からの安全確保に向けた取組みに関する情報提供を

行うことで、各主体と協働で魅力的な都市づくりを進めるために定めるものです。 

 

【都市再生特別措置法における記述】 

●第 81 条第 11 項 居住誘導区域は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用及び交

通の現状及び将来の見通しを勘案して、良好な居住環境が確保され、公共投資その他の行政

運営が効率的に行われるように定めるものとし、都市計画法第 7 条第 1 項に規定する市街

化調整区域、建築基準法第 39 条第 1 項に規定する災害危険区域（同条第 2 項の規定に基

づく条例により住居の用に供する建築物の建築が禁止されているものに限る。）その他政令

で定める区域については定めないものとする。 

 

(２)本市における居住誘導区域の位置づけ 

本市では、用途地域において人口が増加傾向にありますが、用途地域の中心部の都市拠点や地域拠点

では人口が減少している状況がみられます。都市拠点や地域拠点は、概ね旧市町ごとに形成される生活

圏の核となっており、持続可能な都市を形成するために将来にわたって都市機能を維持・拡充させる必

要性が高い拠点です。都市機能を維持・拡充するためには、拠点周辺において一定の人口規模を維持し、

都市機能の利用者を確保することが必要です。 

居住誘導区域は、これまでに多様な都市機能が立地する拠点を含めた周辺地域において、今後も優先

的かつ総合的な土地の利用を図るという観点から、用途地域を基本として設定します。居住誘導区域に

おいて、生活環境を向上する取り組みを進めるとともに、災害からの安全確保に向けた取組みに関する

情報提供等を行いながら、都市機能の維持に必要な人口を確保していきます。 

 

【本市における居住誘導区域の設定方針】  

●居住誘導区域（都市再生特別措置法で区域設定が必須） 

・居住誘導区域は、人口減少下であっても一定のエリアで人口密度を同水準に維持するこ

とにより、歴史・文化的資源や生業の継承が図られ、生活サービスやコミュニティが維

持されるよう居住を誘導する区域として、用途地域（市街地ゾーン）内に配置します。 

・都市再生特別措置法に基づく届出制度や区域内における利便性向上策等により、安全で

快適な生活環境を提供します。また、各種計画との整合を図りながら、地域の魅力向上

を図ります。 
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(３)居住誘導区域の設定方法 

本市における居住誘導区域の位置づけを踏まえながら、以下のとおり居住誘導区域を設定します。 

 

■居住誘導区域の設定方法 

○居住誘導区域は、これまでに市街地が形成された地域において、今後も優先的かつ総合的な土地

の利用を図るという観点から、掛川区域、大東区域、大須賀区域に指定されている用途地域を対

象とし、以下に該当する区域を除外した範囲を設定します。 

視点１：自然環境等の保全の観点から法的に居住の制限のある区域を除外 

本市の豊かな自然景観を今後も維持するため、以下の区域を除外します。 

・保安林   ・自然公園法に規定する特別地域 

 

 

視点２：災害の危険性の高い区域を除外 

災害に対する情報提供や、安全な地域への居住誘導のため、以下の区域を除外します。  

・土砂災害特別警戒区域（急傾斜地、土石流） 

・土砂災害警戒区域（急傾斜地、土石流） 

・地すべり等防止法に規定する地すべり防止区域 

・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に規定する急傾斜地崩壊危険区域 

・土砂災害危険箇所（土石流危険流域、急傾斜地崩壊危険箇所、地すべり危険箇所） 

・津波浸水深２m 以上の範囲（地形地物等で境界を設定） 

・洪水浸水深３m 以上の範囲（地形地物等で境界を設定） 

 

 

視点３：産業振興を図る区域を除外 

地域経済の活性化や新たな定住人口の確保に向けて、産業振興を図りながら良好な居住地を

確保するため、以下の区域を除外します。  

・工業の利便の増進を図る用途地域である「工業専用地域」 

・主に工業の利便の増進を図る用途地域である「工業地域」 

・主に環境悪化の恐れのない工業の利便の増進を図る用途地域である「準工業地域」のう 

ち、「一団（１ha 以上）の工業系の土地利用のある街区」と「産業拠点に指定されてい

る国浜地区」 

※都市拠点にある掛川駅と掛川市役所前駅、西掛川駅の概ね徒歩圏内（800m～１㎞圏域）

の工業地域は、既存の工業施設と調和を図りながら交通利便性や生活利便性の高い立地

条件を活かした都市づくりを促進するため居住誘導区域とします。 
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（参考：都市計画運用指針における設定の考え方） 

１）居住誘導区域を定めることが考えられる区域として、以下が考えられる。 

ア 都市機能や居住が集積している都市の中心拠点及び生活拠点並びにその周辺の区域 

イ 都市の中心拠点及び生活拠点に公共交通により比較的容易にアクセスすることができ、都市

の中心拠点及び生活拠点に立地する都市機能の利用圏として一体的である区域 

ウ 合併前の旧町村の中心部等、都市機能や居住が一定程度集積している区域 

 

２）都市再生法第８１条第１１項、同法施行令第２２条により、次に掲げる区域については居住誘導

区域に含まないこととされていることに留意すべきである。 

ア 法第７条第１項に規定する市街化調整区域 

イ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第３９条第１項に規定する災害危険区域のうち、

同条第２項の規定に基づく条例により住居の用に供する建築物の建築が禁止されている区域 

ウ 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第８条第２項第１号に規定す

る農用地区域又は農地法（昭和２７年法律第２２９号）第５条第２項第１号ロに掲げる農地若

しくは採草放牧地の区域 

エ 自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第２０条第１項に規定する特別地域、森林法（昭

和２６年法律第２４９号）第２５条若しくは第２５条の２の規定により指定された保安林の区

域、自然環境保全法（昭和４７年法律第８５号）第１４条第１項に規定する原生自然環境保全

地域若しくは同法第２５条第１項に規定する特別地区又は森林法第３０条若しくは第３０条の

２の規定により告示された保安林予定森林の区域、同法第４１条の規定により指定された保安

施設地区若しくは同法第４４条において準用する同法第３０条の規定により告示された保安施

設地区に予定された地区 

 

３）次に掲げる区域については、原則として、居住誘導区域に含まないこととすべきである。 

ア 土砂災害特別警戒区域 

イ 津波災害特別警戒区域 

ウ 災害危険区域（２）イに掲げる区域を除く。） 

エ 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項に規定する地すべり防止区域 

オ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項に

規定する急傾斜地崩壊危険区域 

 

４）次に掲げる区域については、それぞれの区域の災害リスク、警戒避難体制の整備状況、災害を防

止し、又は軽減するための施設の整備状況や整備見込み等を総合的に勘案し、居住を誘導するこ

とが適当ではないと判断される場合は、原則として、居住誘導区域に含まないこととすべきであ

る。 

ア 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第６条第１項に規定する

土砂災害警戒区域 

イ 津波防災地域づくりに関する法律第５３条第１項に規定する津波災害警戒区域 
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ウ 水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第１項に規定する浸水想定区域 

エ 特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）第３２条第１項に規定する都市洪

水想定区域及び同条第２項に規定する都市浸水想定区域 

オ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第４条第１項に規定する

基礎調査、津波防災地域づくりに関する法律第８条第１項に規定する津波浸水想定における浸

水の区域及びその他の調査結果等により判明した災害の発生のおそれのある区域 

 

５）次に掲げる区域を居住誘導区域に含めることについては慎重に判断を行うことが望ましい。 

ア 法第８条第１項第１号に規定する用途地域のうち工業専用地域、同項第１３号に規定する流

通業務地区等、法令により住宅の建築が制限されている区域 

イ 法第８条第１項第２号に規定する特別用途地区、同法第１２条の４第１項第１号に規定する

地区計画等のうち、条例により住宅の建築が制限されている区域 

ウ 過去に住宅地化を進めたものの居住の集積が実現せず、空地等が散在している区域であって、

人口等の将来見通しを勘案して今後は居住の誘導を図るべきではないと市町村が判断する区域 

エ 工業系用途地域が定められているものの工場の移転により空地化が進展している区域であっ

て、引き続き居住の誘導を図るべきではないと市町村が判断する区域 

（都市計画運用指針第８版より） 
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４-２ 居住誘導区域の設定  

「居住誘導区域の設定方法」に示した各視点による検討の結果、居住誘導区域を以下のとおり設定し

ます。 

 

■本市の居住誘導区域  
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大東区域拡大図 

掛川区域拡大図 

※各視点により除外する区域は、土砂関連法に基づく区域指定等の変更や災害関連調査の進捗等に伴い変更されます。 

 

※各視点により除外する区域は、土砂関連法に基づく区域指定等の変更や災害関連調査の進捗等に伴い変更されます。 
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  大須賀区域拡大図 

参考：区域別の面積及び人口密度（100ｍメッシュ人口による集計） 

※各視点により除外する区域は、土砂関連法に基づく区域指定等の変更や災害関連調査の進捗等に伴い変更されます。 

 

用途地域
居住誘導

区域
居住誘導

区域の割合
用途地域

居住誘導
区域

用途地域
居住誘導

区域

（A) （B) （B/A) （C) （D) （C/A) （D/B)

掛川区域 1,920ha 1,499ha 78% 51,197人 48,130人 26.7人/ha 32.1人/ha

大東区域 324ha 218ha 67% 5,386人 4,658人 16.6人/ha 21.4人/ha

大須賀区域 198ha 143ha 72% 4,703人 4,142人 23.8人/ha 28.9人/ha

合計 2,442ha 1,860ha 76% 61,287人 56,929人 25.1人/ha 30.6人/ha

H22 人口 H22 人口密度面積

区域



４ 居住誘導区域の設定  

 
4-8 

 

（参考：居住誘導区域外での届出制度について） 

立地適正化計画の区域内であって、当該立地適正化計画に記載された居住誘導区域外で行われ

る開発行為のうち、以下の行為を行おうとする場合は、原則として市町村長への届出が義務付け

られています。 

届出制は、市町村が居住誘導区域外における住宅開発等の動きを把握するために設けられてい

るものであるため、開発行為等に着手する 30 日前までに行うこととされています。 

また、こうした情報把握という届出制の目的を鑑みると、届出を受けた行政は、届出をした者

に対して、必要な場合には当該区域内における居住の誘導のために、施策に関する情報提供等を

行うことが考えられます。 

 

居住誘導区域外における届出制度の概要 
（改正 都市再生特別措置法等について 平成 27年６月１日時点版） 

 

 

 

 

 

 

 

 




